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1

青
　
森

階
上
町
と「
災
害
時
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

青
森
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
1
2
年
11
月

28
日
に
、青
森
県
階
上
町
と
「
災
害
時
に
関
す
る
協

定
」を
締
結
し
た
。

同
町
で
災
害
が
発
生
し
た
際
は
、協
定
に
基
づ
き

同
県
遊
協
傘
下
ホ
ー
ル「
パ
ー
ラ
ー
宇
宙
」を
一
時
避

難
場
所
及
び
防
災
資
機
材
の
保
管
場
所
と
し
て
提
供

す
る
。

2

宮
　
城

宮
城
県
と「
災
害
時
に
お
け
る

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

宮
城
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
1
4
年
3
月

17
日
に
、宮
城
県
と「
災
害
時
に
お
け
る
支
援
協
力
に

関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

協
定
に
基
づ
き
、
同
県
遊
協
で
は
、
大
規
模
災
害

発
生
時
に
県
の
要
請
に
応
じ
、「
一
時
集
結
場
」「
津

波
の
避
難
場
所
」「
救
助
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
駐
機
場
」

「
支
援
物
資
や
資
機
材
の
一
時
保
管
場
所
」
等
に
利

用
で
き
る
組
合
員
ホ
ー
ル
の
店
舗
施
設
や
駐
車
場

の
情
報
を
取
り
ま
と
め
、提
供
す
る
。
ま
た
、組
合
員

ホ
ー
ル
で
は
、帰
宅
困
難
者
に
対
す
る
飲
料
水
の
提
供

や
ト
イ
レ
の
貸
出
等
の
支
援
活
動
も
実
施
す
る
。

3
4

秋
　
田

県
組
合
と
支
部
組
合
が
県
内
自
治
体
及
び

警
察
署
と「
災
害
時
に
お
け
る

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

秋
田
県
遊
技
業
協
同
組
合
及
び
秋
田
中
央
遊
技

業
協
同
組
合
は
、
2
0
1
9
年
10
月
8
日
に
、秋
田

県
秋
田
市
と
「
災
害
時
に
お
け
る
支
援
協
力
に
関
す

る
協
定
」を
締
結
し
た
。

加
え
て
、秋
田
県
遊
技
業
協
同
組
合
及
び
鹿
角
地

区
遊
技
場
組
合
は
、
2
0
1
9
年
12
月
23
日
に
、秋

田
県
鹿
角
市
及
び
鹿
角
警
察
署
と
「
災
害
時
に
お
け

る
支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

こ
れ
ら
協
定
に
基
づ
き
、今
後
災
害
が
発
生
し
た

際
は
、ホ
ー
ル
の
駐
車
場
の
開
放
、ト
イ
レ
等
の
提
供

等
の
協
力
を
行
う
。

5

福
　
島

福
島
県
、福
島
県
警
察
本
部
と「
災
害
時
に

お
け
る
支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

福
島
県
遊
技
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、2
0
2
1

年
4
月
21
日
に
、福
島
県
、福
島
県
警
察
本
部
と「
災

害
時
に
お
け
る
支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結

し
た
。

本
協
定
は
、東
日
本
大
震
災
か
ら
10
年
が
経
過
し

て
い
る
な
か
県
内
に
は
未
だ
多
く
の
帰
宅
困
難
地
域

の
避
難
者
が
い
る
こ
と
、震
災
以
降
も
大
規
模
災
害

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
同
県
遊
連
か
ら
提
案
し

た
も
の
で
、協
定
に
基
づ
き
、災
害
発
生
時
に
一
時
避

難
の
た
め
の
組
合
員
ホ
ー
ル
駐
車
場
の
提
供
、帰
宅
困

難
者
へ
の
水
、ト
イ
レ（
店
舗
に
よ
っ
て
は
防
災
備
蓄

品
を
含
む
）の
提
供
を
行
う
。
ま
た
、災
害
救
助
活
動

を
行
う
警
察
、消
防
、自
衛
隊
等
の
活
動
拠
点
と
し
て

ホ
ー
ル
駐
車
場
な
ど
を
提
供
す
る
。

6

神
奈
川

神
奈
川
県
及
び
県
内
3
市
と「
災
害
時
に
お
け
る

帰
宅
困
難
者
支
援
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

神
奈
川
県
遊
技
場
協
同
組
合
は
、2
0
1
9
年
8

月
26
日
に
、地
震
等
の
大
規
模
災
害
時
に
交
通
の
途

絶
に
よ
り
発
生
す
る
帰
宅
困
難
者
を
支
援
す
る
た

め
、神
奈
川
県
、横
浜
市
、川
崎
市
、相
模
原
市
と
、

「
災
害
時
に
お
け
る
帰
宅
困
難
者
支
援
に
関
す
る
協

定
」を
締
結
し
た
。

こ
の
取
組
は
、災
害
時
支
援
の
取
組
み　

神
遊
協

「
災
害
時
帰
宅
支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」事
業
と
し
て
行

わ
れ
、災
害
時
に
は
、帰
宅
避
難
者
に
対
し
、（
1
）水

道
水
の
提
供
、（
2
）
ト
イ
レ
の
提
供
、（
3
）
道
路
等

の
情
報
の
提
供
、（
4
）
休
憩
場
所
の
提
供
等
が
行
わ

れ
、同
県
遊
協
組
合
員
ホ
ー
ル
4
0
0
店
が
参
加
し

て
い
る
。

7

山
　
梨

山
梨
県
警
察
本
部
と「
災
害
等
発
生
時
に
お
け
る

施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

山
梨
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
0
年
11
月

10
日
に
、山
梨
県
警
察
本
部
と
「
災
害
等
発
生
時
に

お
け
る
施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

本
協
定
に
基
づ
き
、県
内
で
大
規
模
災
害
や
大
規

模
な
被
害
を
伴
う
事
件
事
故
が
発
生
し
た
際
、県
警
の

要
請
に
応
じ
組
合
員
ホ
ー
ル
の
駐
車
場
を
提
供
す
る
。

同
県
遊
協
で
は
、昨
今
の
災
害
発
生
状
況
を
憂
慮

し
組
合
と
し
て
地
域
行
政
や
住
民
等
へ
の
支
援
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、協
定
締
結
に
際
し
警
察
本

部
担
当
部
署
と
協
議
を
続
け
、全
組
合
員
か
ら
の
理

解
・
協
力
を
得
た
。

8

富
　
山

富
山
県
警
察
本
部
に「
災
害
時
に

ホ
ー
ル
駐
車
場
を
提
供
す
る
承
諾
書
」を
提
出

富
山
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
2
0
1
2
年
9
月

11
日
に
、災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
避
難
活

動
等
の
早
期
対
応
を
目
的
に
組
合
員
ホ
ー
ル
駐
車
場

を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、組
合
員
ホ
ー
ル
全
店
舗

の
承
諾
書
を
取
り
ま
と
め
、富
山
県
警
察
本
部
に
提

出
し
た
。

同
県
遊
協
で
は
、東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
教
訓

に
、大
規
模
災
害
発
生
時
に
緊
急
に
必
要
と
認
め
る

範
囲
で
、各
パ
チ
ン
コ
店
の
駐
車
場
ス
ペ
ー
ス
を
住
民

の
一
時
避
難
場
所
、
救
援
車
両
等
の
駐
車
場
、
各
種

資
器
材
の
保
管
場
所
等
に
提
供
す
る
。

9

石
　
川

石
川
県
警
察
本
部
と
災
害
発
生
時
の

避
難
場
所
提
供
に
関
す
る
協
定
を
締
結

石
川
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、1
9
9
6
年
10
月

30
日
に
、石
川
県
警
察
本
部
と
大
規
模
災
害
発
生
時

の
住
民
の
避
難
場
所
、
救
援
車
両
の
駐
車
場
、
各
種

資
器
材
の
保
管
場
所
と
し
て
自
社
の
駐
車
場
を
提
供

す
る
協
定
を
締
結
し
、組
合
員
ホ
ー
ル
全
店
の
駐
車
場

使
用
承
諾
書
の
提
出
を
行
っ
た
。

10

和
歌
山

和
歌
山
県
と「
災
害
時
の
支
援
協
力
」を
締
結

和
歌
山
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
0
5
年
4

月
27
日
に
、和
歌
山
県
と
災
害
時
の
支
援
協
力
を
締

結
し
た
。
災
害
時
に
お
け
る
支
援
協
力
の
内
容
は
、

沿
岸
地
域
に
お
け
る
住
民
の
津
波
か
ら
の
一
時
避
難

場
所
と
し
て
の
施
設
の
提
供
、救
援
物
資
等
の
一
時

保
管
場
所（
荷
捌
き
場
等
）と
し
て
の
施
設
の
提
供
、

他
地
域
か
ら
の
緊
急
消
防
援
助
隊
等
応
援
車
両
の
集

結
場
所（
駐
車
場
）と
し
て
の
施
設
の
提
供
、緊
急
ヘ

リ
ポ
ー
ト
用
の
施
設
の
提
供
、緊
急
時
の
防
災
資
機
材

等
の
一
時
保
管
場
所
と
し
て
の
施
設
の
提
供
等
で
、

平
常
時
に
も
広
報
協
力
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

11

広
　
島

広
島
県
と「
災
害
時
に
お
け
る

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

広
島
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
0
年
6
月

12
日
に
、広
島
県
と「
災
害
時
に
お
け
る
支
援
協
力
に

関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

協
定
の
内
容
は
、災
害
発
生
時
に
県
か
ら
県
遊
協

に
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
に
、組
合
員
ホ
ー
ル
の
施
設
を

救
助
や
復
旧
作
業
の
活
動
拠
点
と
し
て
無
償
提
供
す

る
も
の
で
、主
に
被
災
地
周
辺
の
ホ
ー
ル
駐
車
場
に
現

地
対
策
本
部
を
設
置
し
、
重
機
や
資
機
材
、
物
資
を

保
管
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

12

香
　
川

香
川
県
警
本
部
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る

施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

香
川
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
1
8
年
3
月

7
日
に
、香
川
県
警
察
本
部
と
、地
震
、風
水
害
そ
の

他
の
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
た
際
、非

組
合
員
店
舗
を
含
む
県
内
全
ホ
ー
ル
の
駐
車
場
等
を

開
放
し
、緊
急
車
両
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
、迅

速
な
災
害
緊
急
活
動
を
支
援
す
る
内
容
の
協
定
を
締

結
し
た
。

同
県
遊
協
で
は
、将
来
的
に
自
治
体
と
も
協
議
を

行
い
、ホ
ー
ル
内
に
水
や
非
常
食
を
設
置
し
、防
災
拠

点
と
し
て
地
域
貢
献
を
図
っ
て
い
く
方
針
で
あ
る
。

13

愛
　
媛

愛
媛
県
警
察
本
部
と「
災
害
等
発
生
時
に
お
け
る

施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

愛
媛
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
1
年
2
月

26
日
に
、愛
媛
県
警
察
本
部
と
「
災
害
等
発
生
時
に

お
け
る
施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

内
容
は
、「
大
規
模
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、円

滑
な
警
察
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、愛
媛
県
遊
技
業

協
同
組
合
に
加
盟
す
る
1
0
7
店
舗
の
施
設
を
警
察

活
動
の
活
動
拠
点
と
し
て
活
用
す
る
と
と
も
に
、店
舗

従
業
員
等
が
知
り
得
た
災
害
情
報
や
道
路
状
況
等
の

情
報
を
提
供
し
、警
察
活
動
の
迅
速
か
つ
効
果
的
な

救
出
、救
助
活
動
を
支
援
す
る
」と
い
う
も
の
。

14

佐
　
賀

佐
賀
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る

対
応
に
つ
い
て
協
定
」を
締
結

佐
賀
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
1
年
4
月

13
日
に
、佐
賀
県
と
災
害
時
等
に
佐
賀
県
遊
協
加
盟

の
組
合
員
店
舗
の
駐
車
場
を
付
近
住
民
の
一
時
避

難
場
所
と
し
て
使
用
す
る
等
の
災
害
協
定
を
締
結
し

た
。本

協
定
に
基
づ
き
、災
害
時
及
び
災
害
が
発
生
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、「
地
域
住
民
の
自

家
用
車
等
の
一
時
避
難
場
所
」
や
「
実
働
部
隊
の
駐

車
場
」と
し
て
、可
能
な
限
り
組
合
員
ホ
ー
ル
駐
車
場

を
提
供
す
る
な
ど
の
協
力
を
行
う
も
の
。

15

長
　
崎

長
崎
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る

施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

長
崎
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
0
年
9
月

25
日
に
、長
崎
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る
施
設
使

用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

協
定
に
基
づ
き
、
長
崎
県
内
で
大
規
模
災
害

が
発
生
し
た
際
、同
県
遊
協
は
県
か
ら
の
要
請
に

応
じ
、傘
下
組
合
員
ホ
ー
ル
の
駐
車
場
（
最
大
で

2
万
7
0
0
0
台
収
容
可
能
）を
、警
察
や
消
防
、自

衛
隊
の
活
動
拠
点
場
所
と
し
て
提
供
す
る
。

な
お
、9
月
に
発
生
し
た
台
風
10
号
に
際
し
、長
崎

県
内
に
所
在
す
る
ホ
ー
ル
の
う
ち
少
な
く
と
も
50
店

舗
が
、自
主
的
に
避
難
所
と
し
て
駐
車
場
を
無
料
開

放
し
た
。

16

大
　
分

大
分
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る

施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

大
分
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
1
9
年
2
月

15
日
に
、大
分
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る
施
設
使

用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

本
協
定
は
、近
年
の
地
震
・
風
水
害
、そ
の
他
災
害

に
よ
り
、甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
現
状
を
受

け
、県
機
関
へ
の
ホ
ー
ル
施
設
提
供
に
よ
り
災
害
救
助

活
動
を
迅
速
に
進
め
地
域
住
民
の
救
助
と
安
全
を
確

保
す
る
こ
と
を
目
的
に
締
結
し
た
も
の
。

協
定
の
内
容
は
、
県
内
で
災
害
が
発
生
し
た
と

き
、大
分
県
の
要
請
に
応
じ
同
県
遊
協
組
合
員
ホ
ー

ル
の
駐
車
場
を
無
償
で
提
供
す
る
。

17

鹿
児
島

鹿
児
島
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る
施
設

使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

鹿
児
島
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
1
年
3

月
25
日
に
、鹿
児
島
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る
施

設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

協
定
に
基
づ
き
、県
内
で
災
害
が
発
生
し
た
際
、組

合
員
ホ
ー
ル
が
整
備
・
管
理
す
る
駐
車
場
等
の
施
設
を

地
域
住
民
の
避
難
場
所
や
災
害
対
応
に
当
た
る
車
両

の
待
機
場
所
と
し
て
提
供
す
る
と
と
も
に
、「
帰
宅
困

難
者
の
支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」と
し
て
帰
宅
困
難
者
に

水
道
水
、ト
イ
レ
等
を
提
供
す
る
。

同
県
遊
協
で
は
、
2
0
2
0
年
7
月
開
催
の
理
事

会
に
お
い
て
、組
合
員
か
ら「
組
合
、業
界
と
し
て
、真
に

社
会
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
取
組
を
行
う
べ
き

で
は
な
い
か
。」と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、

鹿
児
島
県
危
機
管
理
局
危
機
管
理
課
に
協
定
を
打
診

し
、具
体
的
な
支
援
内
容
の
協
議
を
進
め
て
き
た
。

18

沖
　
縄

沖
縄
県
及
び
沖
縄
県
警
察
と

「
災
害
時
に
お
け
る
協
定
」を
締
結

沖
縄
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、
2
0
1
9
年

12
月
25
日
に
、
沖
縄
県
及
び
沖
縄
県
警
察
と
災

害
時
に
お
け
る
協
定
を
締
結
し
た
。
同
協
定
は
、

「
大
規
模
災
害
ま
た
は
大
規
模
な
被
害
を
伴
う

事
件
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
地
域
住

民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害
等
か
ら
保

護
す
る
た
め
の
活
動
の
円
滑
な
推
進
及
び
被
害

者
支
援
」
を
目
的
と
し
て
お
り
、
災
害
等
発
生

時
に
は
、
駐
車
場
の
提
供
、
食
料
等
の
提
供
等

を
行
う
。

災
害
時
協
定
等
を
締
結
さ
れ
た
際
は
、全
日
遊
連

ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

各都府県方面組合と自治体等との災害時協定締結状況
（2021年5月末現在）

1

3 4
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7
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18

₁₇県、₁₈件の締結

全日遊連傘下各都府県方面組合、支部組合、組合員ホール（企業・店舗）において、地域で大規模な災害が発生した際に、一時避難場所や復旧のため
の資機材保管場所としてホール駐車場を提供するなどの協定を、自治体や地元警察署と締結する事例が数多く報告されています。
本号では、「各都府県方面組合と自治体等による災害時協定の締結状況」を紹介いたします。
（支部組合、組合員ホールにおける締結状況は次号以降紹介いたします。）
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模
な
被
害
を
伴
う
事
件
事
故
が
発
生
し
た
際
、県
警
の

要
請
に
応
じ
組
合
員
ホ
ー
ル
の
駐
車
場
を
提
供
す
る
。

同
県
遊
協
で
は
、昨
今
の
災
害
発
生
状
況
を
憂
慮

し
組
合
と
し
て
地
域
行
政
や
住
民
等
へ
の
支
援
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、協
定
締
結
に
際
し
警
察
本

部
担
当
部
署
と
協
議
を
続
け
、全
組
合
員
か
ら
の
理

解
・
協
力
を
得
た
。

8 
富
　
山

富
山
県
警
察
本
部
に「
災
害
時
に

ホ
ー
ル
駐
車
場
を
提
供
す
る
承
諾
書
」を
提
出

富
山
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
2
0
1
2
年
9
月

11
日
に
、災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
避
難
活

動
等
の
早
期
対
応
を
目
的
に
組
合
員
ホ
ー
ル
駐
車
場

を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、組
合
員
ホ
ー
ル
全
店
舗

の
承
諾
書
を
取
り
ま
と
め
、富
山
県
警
察
本
部
に
提

出
し
た
。

同
県
遊
協
で
は
、東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
教
訓

に
、大
規
模
災
害
発
生
時
に
緊
急
に
必
要
と
認
め
る

範
囲
で
、各
パ
チ
ン
コ
店
の
駐
車
場
ス
ペ
ー
ス
を
住
民

の
一
時
避
難
場
所
、
救
援
車
両
等
の
駐
車
場
、
各
種

資
器
材
の
保
管
場
所
等
に
提
供
す
る
。

9 

石
　
川

石
川
県
警
察
本
部
に「
災
害
時
に

ホ
ー
ル
駐
車
場
を
提
供
す
る
承
諾
書
」を
提
出

石
川
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、
1
9
9
6
年
10

月
30
日
に
、大
規
模
災
害
発
生
時
の
住
民
の
避
難
場

所
、
救
援
車
両
の
駐
車
場
、
各
種
資
器
材
の
保
管
場

所
と
し
て
、組
合
員
ホ
ー
ル
が
自
社
の
駐
車
場
を
提
供

す
る
承
諾
書
を
取
り
ま
と
め
、石
川
県
警
察
本
部
に

提
出
し
た
。

10 

和
歌
山

和
歌
山
県
と「
災
害
時
の
支
援
協
力
」を
締
結

和
歌
山
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
0
5
年
4

月
27
日
に
、和
歌
山
県
と
災
害
時
の
支
援
協
力
を
締

結
し
た
。
災
害
時
に
お
け
る
支
援
協
力
の
内
容
は
、

沿
岸
地
域
に
お
け
る
住
民
の
津
波
か
ら
の
一
時
避
難

場
所
と
し
て
の
施
設
の
提
供
、救
援
物
資
等
の
一
時

保
管
場
所（
荷
捌
き
場
等
）と
し
て
の
施
設
の
提
供
、

他
地
域
か
ら
の
緊
急
消
防
援
助
隊
等
応
援
車
両
の
集

結
場
所（
駐
車
場
）と
し
て
の
施
設
の
提
供
、緊
急
ヘ

リ
ポ
ー
ト
用
の
施
設
の
提
供
、緊
急
時
の
防
災
資
機
材

等
の
一
時
保
管
場
所
と
し
て
の
施
設
の
提
供
等
で
、

平
常
時
に
も
広
報
協
力
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

11 

広
　
島

広
島
県
と「
災
害
時
に
お
け
る

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

広
島
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
0
年
6
月

12
日
に
、広
島
県
と「
災
害
時
に
お
け
る
支
援
協
力
に

関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

協
定
の
内
容
は
、災
害
発
生
時
に
県
か
ら
県
遊
協

に
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
に
、組
合
員
ホ
ー
ル
の
施
設
を

救
助
や
復
旧
作
業
の
活
動
拠
点
と
し
て
無
償
提
供
す

る
も
の
で
、主
に
被
災
地
周
辺
の
ホ
ー
ル
駐
車
場
に
現

地
対
策
本
部
を
設
置
し
、
重
機
や
資
機
材
、
物
資
を

保
管
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

12 

香
　
川

香
川
県
警
本
部
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る

施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

香
川
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
1
8
年
3
月

7
日
に
、香
川
県
警
察
本
部
と
、地
震
、風
水
害
そ
の

他
の
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
た
際
、非

組
合
員
店
舗
を
含
む
県
内
全
ホ
ー
ル
の
駐
車
場
等
を

開
放
し
、緊
急
車
両
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
、迅

速
な
災
害
緊
急
活
動
を
支
援
す
る
内
容
の
協
定
を
締

結
し
た
。

同
県
遊
協
で
は
、将
来
的
に
自
治
体
と
も
協
議
を

行
い
、ホ
ー
ル
内
に
水
や
非
常
食
を
設
置
し
、防
災
拠

点
と
し
て
地
域
貢
献
を
図
っ
て
い
く
方
針
で
あ
る
。

13 

愛
　
媛

愛
媛
県
警
察
本
部
と「
災
害
等
発
生
時
に
お
け
る

施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

愛
媛
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
1
年
2
月

26
日
に
、愛
媛
県
警
察
本
部
と
「
災
害
等
発
生
時
に

お
け
る
施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

内
容
は
、「
大
規
模
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、円

滑
な
警
察
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、愛
媛
県
遊
技
業

協
同
組
合
に
加
盟
す
る
1
0
7
店
舗
の
施
設
を
警
察

活
動
の
活
動
拠
点
と
し
て
活
用
す
る
と
と
も
に
、店
舗

従
業
員
等
が
知
り
得
た
災
害
情
報
や
道
路
状
況
等
の

情
報
を
提
供
し
、警
察
活
動
の
迅
速
か
つ
効
果
的
な

救
出
、救
助
活
動
を
支
援
す
る
」と
い
う
も
の
。

14 

佐
　
賀

佐
賀
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る

対
応
に
つ
い
て
協
定
」を
締
結

佐
賀
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
1
年
4
月

13
日
に
、佐
賀
県
と
災
害
時
等
に
佐
賀
県
遊
協
加
盟

の
組
合
員
店
舗
の
駐
車
場
を
付
近
住
民
の
一
時
避

難
場
所
と
し
て
使
用
す
る
等
の
災
害
協
定
を
締
結
し

た
。本

協
定
に
基
づ
き
、災
害
時
及
び
災
害
が
発
生
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、「
地
域
住
民
の
自

家
用
車
等
の
一
時
避
難
場
所
」
や
「
実
働
部
隊
の
駐

車
場
」と
し
て
、可
能
な
限
り
組
合
員
ホ
ー
ル
駐
車
場

を
提
供
す
る
な
ど
の
協
力
を
行
う
も
の
。

15 

長
　
崎

長
崎
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る

施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

長
崎
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
0
年
9
月

25
日
に
、長
崎
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る
施
設
使

用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

協
定
に
基
づ
き
、
長
崎
県
内
で
大
規
模
災
害

が
発
生
し
た
際
、同
県
遊
協
は
県
か
ら
の
要
請
に

応
じ
、傘
下
組
合
員
ホ
ー
ル
の
駐
車
場
（
最
大
で

2
万
7
0
0
0
台
収
容
可
能
）を
、警
察
や
消
防
、自

衛
隊
の
活
動
拠
点
場
所
と
し
て
提
供
す
る
。

な
お
、9
月
に
発
生
し
た
台
風
10
号
に
際
し
、長
崎

県
内
に
所
在
す
る
ホ
ー
ル
の
う
ち
少
な
く
と
も
50
店

舗
が
、自
主
的
に
避
難
所
と
し
て
駐
車
場
を
無
料
開

放
し
た
。

16 

大
　
分

大
分
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る

施
設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

大
分
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
1
9
年
2
月

15
日
に
、大
分
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る
施
設
使

用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

本
協
定
は
、近
年
の
地
震
・
風
水
害
、そ
の
他
災
害

に
よ
り
、甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
現
状
を
受

け
、県
機
関
へ
の
ホ
ー
ル
施
設
提
供
に
よ
り
災
害
救
助

活
動
を
迅
速
に
進
め
地
域
住
民
の
救
助
と
安
全
を
確

保
す
る
こ
と
を
目
的
に
締
結
し
た
も
の
。

協
定
の
内
容
は
、
県
内
で
災
害
が
発
生
し
た
と

き
、大
分
県
の
要
請
に
応
じ
同
県
遊
協
組
合
員
ホ
ー

ル
の
駐
車
場
を
無
償
で
提
供
す
る
。

17 

鹿
児
島

鹿
児
島
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る
施
設

使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

鹿
児
島
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、2
0
2
1
年
3

月
25
日
に
、鹿
児
島
県
と「
災
害
発
生
時
に
お
け
る
施

設
使
用
等
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
た
。

協
定
に
基
づ
き
、県
内
で
災
害
が
発
生
し
た
際
、組

合
員
ホ
ー
ル
が
整
備
・
管
理
す
る
駐
車
場
等
の
施
設
を

地
域
住
民
の
避
難
場
所
や
災
害
対
応
に
当
た
る
車
両

の
待
機
場
所
と
し
て
提
供
す
る
と
と
も
に
、「
帰
宅
困

難
者
の
支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」と
し
て
帰
宅
困
難
者
に

水
道
水
、ト
イ
レ
等
を
提
供
す
る
。

同
県
遊
協
で
は
、
2
0
2
0
年
7
月
開
催
の
理
事

会
に
お
い
て
、組
合
員
か
ら「
組
合
、業
界
と
し
て
、真
に

社
会
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
取
組
を
行
う
べ
き

で
は
な
い
か
。」と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、

鹿
児
島
県
危
機
管
理
局
危
機
管
理
課
に
協
定
を
打
診

し
、具
体
的
な
支
援
内
容
の
協
議
を
進
め
て
き
た
。

18 

沖
　
縄

沖
縄
県
及
び
沖
縄
県
警
察
と

「
災
害
時
に
お
け
る
協
定
」を
締
結

沖
縄
県
遊
技
業
協
同
組
合
は
、
2
0
1
9
年

12
月
25
日
に
、
沖
縄
県
及
び
沖
縄
県
警
察
と
災

害
時
に
お
け
る
協
定
を
締
結
し
た
。
同
協
定
は
、

「
大
規
模
災
害
ま
た
は
大
規
模
な
被
害
を
伴
う

事
件
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
地
域
住

民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害
等
か
ら
保

護
す
る
た
め
の
活
動
の
円
滑
な
推
進
及
び
被
害

者
支
援
」
を
目
的
と
し
て
お
り
、
災
害
等
発
生

時
に
は
、
駐
車
場
の
提
供
、
食
料
等
の
提
供
等

を
行
う
。

災
害
時
協
定
等
を
締
結
さ
れ
た
際
は
、全
日
遊
連

ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
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